
【２．実践内容】
（１）取り組みの背景、経緯

（２）普及拡大に向けたポイント、成功要因

【３．ＩＰＭの推進による効果、得られた経験】

佐賀県
（全域）

・施設栽培キュウリにおいて、紫外線カットフィルム、天敵農薬および耐病性品種などを活用
減農薬防除体系を確立

・減農薬防除体系を県ホームページ、JA機関誌に掲載し、普及を推進

【１．概要】

施設キュウリにおける病害虫防除の効率化

・佐賀県では、人と環境にやさしい農業の推進を図るため、化学合成農薬の使用を低減しながら、病害虫による被
害を抑制できる防除体系の確立を目指している
・このため、県内で生産が盛んな施設栽培キュウリにおいて、IPMの技術を取り入れた防除体系の確立を推進した

・県特別栽培農産物認証制度（減農薬栽培）に対応した
栽培を行う農家戸数が28戸に増加
・天敵（スワルスキーカブリダニ）利用面積が約３割に拡大

・コナジラミ類、アザミウマ類の密度抑制のため、紫外線
カットフィルム、防虫ネット、殺虫剤、天敵農薬を組み合わ
せた防除体系を確立

・耐病性品種による褐斑病の発生抑制、有機農産物で使
用可能な硫黄剤を用いてうどんこ病の発生を抑制する防
除体系を確立

・これらの技術を組み入れた減農薬防除体系を県ホーム
ページとJA機関誌に掲載し、普及を図った（図１）

【問い合わせ先】
農林水産部園芸課環境
保全型農業担当
電話：0952-25-7120


